
豊田市Ｐ Ｃ Ｂ 処理安全監視委員会への報告について 

 

高濃度Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物の処分に向けた取組について 

Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物処理に係る 東海地区広域協議会を 開催し 、 高濃度Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄

物処理の取組について協議し ま し た。  

 

○ 主な取組事項 

（ １ ） 令和５ 年度については、 変圧器・ コ ンデンサー等の計画的処理完了期限

が終了し ている 中、令和６ 年３ 月末でＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田によ る 事業終了準備

期間を 活用し た処理が終了する 。  

こ のため、 未処分の高濃度Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物の保管が発覚し た場合、 Ｊ Ｅ Ｓ

Ｃ Ｏ 豊田から 示さ れた手続ス ケジュ ール※に従い、 直ちに保管事業者が処

分を行う よ う 、 各県市等が確実に指導を 実施する ため、 ４ 県８ 市、 中部地

方環境事務所（ 環境省） 及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田が情報共有及び関係機関によ

る 合同立入等を行いま す。  

   ま た、保管事業者が処分を 行わない場合や保管事業者が存在し ない場合

には、 行政代執行を実施し て処分を 行いま す。  

各県市、国及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田の取組について別紙１ のと おり 整理し ま

し た。  

   ※ 契約期限： 令和５ 年８ 月末、 搬入期限： 令和５ 年９ 月末 

（ 新規発覚等のやむを 得ず上記期限に間に合わな いも のは、 契約期

限： 令和５ 年 12 月末、 搬入期限： 令和６ 年１ 月末と さ れている 。）  

 

（ ２ ）「 東海地区Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物処理計画」 を 別紙２ のと おり 更新し ま し た。  

なお、「 令和５ 年度における 東海地区Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物理進捗状況」 は別紙

３ のと おり です。  

 

 

（ 参考） 令和５ 年度Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物処理に係る 東海地区広域協議会の開催状況 

 ○第１ 回（ 令和５ 年 10 月５ 日( 木) ） ※Web 開催 

 ＜議題＞ 

（ １ ） Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物処理事業の進捗状況等について 

（ ２ ） 豊田市Ｐ Ｃ Ｂ 処理安全監視委員会への報告について 

（ ３ ） その他 
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各県市、 国及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ の取組 
 

１  関係機関によ る 情報共有の取組 

（ １ ） ４ 県８ 市、 中部地方環境事務所及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ によ る 情報共有 

中部地方環境事務所が主催する ＷＥ Ｂ 会議（ Ｐ Ｃ Ｂ 処理促進連絡会（ 4/12、

5/11、 6/7）） 及びメ ール等によ り 、 ４ 県８ 市、 中部地方環境事務所及びＪ Ｅ Ｓ

Ｃ Ｏ 豊田が以下の情報を 共有し ている 。  

○Ｊ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 未登録 

Ｊ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 未登録の変圧器・ コ ン デン サー等が新規発見情報は、 自治体、

中部地方環境事務所及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田で情報共有。  

○Ｊ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 登録未搬入事業者、 処理手続難航者状況 

Ｊ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 登録済だが未搬入の事業者や処分手続き が難航し ている 事業

者についての対応や進捗状況等の確認。  

○代執行案件管理 

Ｐ Ｃ Ｂ 特措法に違反し 、 Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物の処分を 行わない保管事業者や倒産

等によ り 保管事業者が不存在と なっ たＰ Ｃ Ｂ 廃棄物を 、行政代執行によ り 処

分を行う ため、 進捗状況等の確認。  

（ ２ ） 自治体別の個別打ち合わせ 

処理手続難航者や行政代執行案件について、自治体別に中部地方環境事務所、

及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田と 個別に打ち合わせを 実施し 、指導方法や処分予定等を 調

整する 。  

 

２  関係機関によ る 合同立入 

処理手続難航者に対し て自治体、 中部地方環境事務所及びＪ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 豊田によ

る 合同立入を 実施する 。  

 

３  行政代執行によ る 処分 

保管事業者不存在及び保管事業者によ り 直ちに処分が行われない場合について

は、 行政代執行を 実施し て処分を 行っ ている （ 令和５ 年度： ４ 件実施済、 ４ 件予

定）（ R5. 10. 3 現在）。  
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